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目

次

告

示

○
平
川
市
の
設
置
に
伴
う
人
口

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
南
部
町
の
設
置
に
伴
う
人
口

(

同

)

…

�

○
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
編
入
に
伴
う
字
区
域
の
変
更

(

同

)

…

�

○
字
区
域
の
変
更

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(
保
健
衛
生
課)

…

�

○
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退

(
同

)

…

�

○
結
核
予
防
補
助
金
の
基
準

(
同

)

…

�

○
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
別
段
の
面
積
の
一
部
改
正

(

構
造
政
策
課)
…

�

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

河
川
砂
防
課)
…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
の
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

正

誤

○
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
定
例
告
示
中

(

団
体
経
営

改

善

課)

…

�

○
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
定
例
公
告
中

(

農
村
整
備
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
一
月
一
日
か
ら
、
南
津
軽
郡
平
賀
町
、
同
郡
尾
上
町
及
び
同
郡
碇
ケ
関
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を

も
っ
て
平
川
市
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
津
軽
郡
及
び
同
市
の
人
口
を

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

南
津
軽
郡

三
万
八
千
五
百
七
十
四
人

平
川
市

三
万
六
千
四
百
五
十
四
人

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
一
月
一
日
か
ら
、
三
戸
郡
名
川
町
、
同
郡
南
部
町
及
び
同
郡
福
地
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ

て
三
戸
郡
南
部
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号)

第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

南
部
町

二
万
二
千
五
百
九
十
六
人

青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
泊
町
長
か
ら
中
泊
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
次
の
一
の
土
地
を
中
泊
町
大
字
小
泊
字
折
戸
に
、
次
の
二
の
土
地
を
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
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前
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
折
戸
一
四
の
一
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
、
二
五
の
三
、

二
六
の
一
、
二
七
の
一
、
三
六
の
二
、
三
八
の
二
、
三
八
の
三
二
、
三
八
の
三
四
、
三
九
、
五
一

の
一
一
、
五
一
の
二
三
、
五
一
の
二
四
、
大
字
権
現
崎
国
有
林
一
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

二

六
、
六
二
一
・
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
権
現
崎
国
有
林
一
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

六
〇
、
三
四
五
・
一
七

平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

賀
町
長
か
ら
平
賀
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
新
屋
字
平
野
三
二
、
三
三
の
一
、
三
三
の
三
、
三
三
の
五
、
三
三
の
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
尾
崎
字
稲
元
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

ふ
じ
の
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
藤
野
二
丁
目
六
の
一

平
成
��

･

��･

�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

神
内
科
胃
腸
科
医
院

八
戸
市
大
字
鍛
冶
町
六
三

平
成
��

･

��･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
ヒ
マ

ワ
リ

青
森
市
古
川
三

丁
目
一
九
の
一

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ
ン

タ
ー
ヒ
マ
ワ
リ

青
森
市
古
川
三

丁
目
一
九
の
一

平
成

��

･

��･

�

医
療
法
人
芙
蓉

会

青
森
市
大
字
雲

谷
字
山
吹
九
三

の
一

〃

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
エ
プ

ロ
ン

青
森
市
妙
見
三

丁
目
一
一
の
一

四

��

･

��･

��
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青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

〃

有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

フ
ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

〃

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ハ
ピ
ネ
ス

は
ち
の
へ

八
戸
市
大
字
新

荒
町
一
二
の
一

二

��

･

��･

�

有
限
会
社
介
護

の
森

五
所
川
原
市
字

下
り
枝
一
三
の

二

〃

介
護
の
森
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

五
所
川
原
市
字

下
り
枝
一
三
の

二

��

･

��･

�

有
限
会
社
絆

つ
が
る
市
木
造

千
代
町
三
二
の

一

〃

介
護
セ
ン
タ
ー

絆

つ
が
る
市
木
造

朝
日
一
三
の
六

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

フ
ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

福
祉
用
具

貸
与

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ハ
ピ
ネ
ス

は
ち
の
へ

八
戸
市
大
字
新

荒
町
一
二
の
一

二

��

･

��･

�

株
式
会
社
三
協

医
科
器
械

岩
手
県
紫
波
郡

矢
巾
町
流
通
セ

ン
タ
ー
南
一
丁

目
七
の
七

〃

株
式
会
社
三
協

医
科
器
械
福
祉

用
具
レ
ン
タ
ル

事
業
部

八
戸
市
沼
舘
二

丁
目
三
〇
の
三

��

･

��･

�

医
療
法
人
芙
蓉

会

青
森
市
大
字
雲

谷
字
山
吹
九
三

の
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
マ
ザ

ー

青
森
市
妙
見
三

丁
目
一
一
の
一

四

��

･

��･

��

医
療
法
人
幸
仁

会

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
二
四
九

〃

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
み
ち

の
く

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
二
四
九

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法
人

弘
前
豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生
活

介
護
サ
ン
タ
ハ

ウ
ス
弘
前

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

��
･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

心
和
会

青
森
市
大
字
大

別
内
字
葛
野
一

八
〇

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
あ
ん
し
ん
ハ

ウ
ス

青
森
市
大
字
大

野
字
若
宮
一
五

一
の
一
九

��

･

��･
��

有
限
会
社
博
愛

会
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
藤
崎
字

西
村
井
六
の
五

〃

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
テ
レ
サ
苑

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
林
崎
字

宮
本
六
七
の
一

��

･

��･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
心

和
会

青
森
市
大
字
大
別

内
字
葛
野
一
八
〇

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

｢

か
ね

は
ま｣

青
森
市
大
字
大
別

内
字
葛
野
一
八
〇

平
成

��･

�･

�

社
会
福
祉
法
人
フ

ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
字

姥
堤
三
四
の
一

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ハ
ピ
ネ
ス
は
ち

の
へ

八
戸
市
大
字
新
荒

町
一
二
の
一
二

��･

��･

�

有
限
会
社
介
護
の

森

五
所
川
原
市
字
下

り
枝
一
三
の
二

介
護
の
森
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

五
所
川
原
市
字
下

り
枝
一
三
の
二

��･

��･

�

有
限
会
社
と
わ
だ

サ
ン
ラ
イ
フ
企
画

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
立
石
二
〇
二

の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
和
っ
ぷ
る

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
立
石
二
〇
二

の
一

〃

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

お
ひ
さ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

財
団
法
人
シ
ル
バ
ー
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協

会
シ
ル
バ
ー
病
院

田
向
調
剤
薬
局

中
園
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
橋
本
一
丁
目
九
の
二
六

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
一
〇
の
四
四

四八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
五

八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
七

平
成
��･

��･

��

��･

��･

�

��･

��･

�

��･

��･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号)

第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

補
助
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
額
の
合
計
額
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
補
助
対
象
経
費

(

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
を
い
う
。)

の
実
支
出
額
又
は

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
に
要
し
た
経
費
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号

平
成
十
六
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

(

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
別
段

の
面
積)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

農
地
の
表
三
十
ア
ー
ル
の
項
中

｢

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村｣

を

｢

平
川
市
の
う
ち
、
平
成
十
七
年
十

二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
碇
ケ
関
村｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

丑
ヶ
沢
一
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
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名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

片
桐
内
科
医
院

神
内
科
胃
腸
科
医
院

青
森
市
浪
打
一
丁
目
一
一
の
二

八
戸
市
大
字
鍛
冶
町
六
三

平
成
��･

�･

��

��･

��･

��

基

準

額

補
助
対
象
経
費

一

七
十
五
円
に
保
健
所
で
レ
ン
ズ
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接

撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

四
百
四
十
七
円
に
医
療
機
関

(

保
健
所
を
除
く
。
以

下
同
じ
。)

で
レ
ン
ズ
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受

け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

三

九
十
円
に
保
健
所
で
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ
ラ
ー
カ

学
校
又
は
施
設
の
長
が
結
核

予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律

第
九
十
六
号)

第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
行
う
定
期
の
健

康
診
断
に
要
す
る
経
費

メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ

て
得
た
額

四

四
百
七
十
円
に
医
療
機
関
で
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ

ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数

を
乗
じ
て
得
た
額

五

百
十
八
円
に
保
健
所
で
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ
ラ
ー

カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗

じ
て
得
た
額

六

四
百
九
十
七
円
に
医
療
機
関
で
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
ミ
ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延

べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

七

百
六
十
八
円
に
保
健
所
で
直
接
撮
影
を
受
け
た
者
の

延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

八

千
六
百
九
十
五
円
に
医
療
機
関
で
直
接
撮
影
を
受
け

た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

� �



� �

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
七
号
と
標
柱
八

号
を
結
ん
だ
線
は
、
町
道
桜
町
五
号
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
九
百
七
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
弘
前
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

鶴
喰
一
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標

柱
五
号
を
結
ん
だ
線
は
、
市
道
鬼
沢
・
菖
蒲
沢
二
号
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各

標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

二

一
野
渡
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
六
号
と
標

柱
七
号
を
結
ん
だ
線
は
、
市
道
一
野
渡
・
野
尻
四
号
線
右
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各

標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

三

唐
竹
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ

線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃〃〃〃〃〃〃

蟹
田
丑
ヶ
沢

〃〃〃〃〃〃〃

一
四
の
四
一
〇

一
四
の
一

一
四
の
一

一
四
の
一

五
の
九

六
の
四
一

五
の
一
一

六
の
三
八

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五

弘
前
市

〃〃〃〃

鬼
沢

〃〃〃〃

菖
蒲
沢

〃〃〃〃

一
九
六
の
二

三
九

一
八
六
の
一
三

四
二
の
一

一
一
九
の
五
地
先

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七

弘
前
市

〃〃〃〃〃〃

一
野
渡

〃〃〃〃〃〃

野
尻

〃〃岡
本

〃〃〃

二
四
七
の
二

一
九
二

一
九
五

五
八

五
三
の
一

四
八

四
八

� �
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青
森
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

百
石
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
事
業

(

六
・
六
・
三
号
い
ち
ょ
う
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

公

告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
の
認
可

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

弘
前
市
城
東
第
五
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年12月28日 水曜日 第2572号 �

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八

南
津
軽
郡
平
賀
町

〃〃〃〃〃〃〃

唐
竹

〃〃〃〃〃〃〃

苺
原

〃〃〃〃〃〃〃

七
六
の
二

七
六
の
一

六
四
の
三

六
五
の
二

六
六
の
一

六
六
の
一

六
六
の
一

六
六
の
一

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
新
屋
町
字
松
下
三
五

の
一
三
、
三
五
の
一
五
か
ら
三
五
の
三
九
ま

で
、
四
二
の
二
か
ら
四
二
の
五
ま
で
、
五
一

の
一
及
び
五
一
の
三
か
ら
五
一
の
六
ま
で
、

字
松
下
三
五
の
一
三
先

弘
前
市
大
字
早
稲
田
四
丁
目
一
の
八

有
限
会
社
東
都
宅
建

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
越
字
東
一
本
木
二

一
の
一
、
二
一
の
六
及
び
二
二
の
三

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
越
字
東
一
本
木
二

一
の
四

福
士
貫
蔵

十
和
田
市
西
三
番
町
二
〇
の
二
二
―
一
三
号

福
士
庫
夫
、
福
士
真
理
子

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
東
中

野
三
八
の
七
、
四
二
の
二
、
四
三
の
二
及
び

四
四
の
二

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
東
中

野
四
四
の
二

福
士
タ
ミ

� �
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正

誤
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平
成
��

･

��･

��

第
二
五
七
一
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
九
四
九
号

番

号

一

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か
ら
一
二

行

十
七
月

誤

十
二
月

正

団
体
経
営
改
善
課

農

村

整

備

課

平
成
��･

��･

��

第
二
五
六
九
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

公

告

区

分

三

ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か
ら
六

行

２

縦
覧
の
場
所

誤

三

縦
覧
の
場
所

正
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


